
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成２４年３月２６日

付けで認可した余野町内会の代表者変更の届出，平成１６年２月１７日付けで

認可した上黒田町内会の代表者変更の届出，平成２４年６月４日付けで認可し

た大原勝林院町町内会の代表者変更の届出，平成１７年３月２日付けで認可し

た向島上林町自治会の代表者変更の届出があったので，同条第１０項の規定に

より，次のとおり告示します。 

  平成２６年４月９日 

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容 

 

１ 代表者の氏名 

 変更前 変更後 

余野町内会 豊福 富生 大下 隆 

上黒田町内会 段本 雅巳 大和田 祐司 

大原勝林院町町内

会 
下林 巨育 更谷 暎二 

向島上林町自治会 前川 征明 山本 芳一 

 

２ 代表者の住所 

 変更前 変更後 

余野町内会 
京都市右京区京北細野町

上北４番地 

京都市右京区京北細野町

上北２７番地 

上黒田町内会 
京都市右京区京北上黒田

町上農５７番地 

京都市右京区京北上黒田

町水野５５番地 

大原勝林院町町内

会 

京都市左京区大原勝林院

町４００番地 

京都市左京区大原来迎院

町３９９番地の３ 

向島上林町自治会 
京都市伏見区向島津田町

１９１番地の３９ 

京都市伏見区向島上林町

３２番地の１８ 

            （文化市民局地域自治推進室） 

 

８８


